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（
訳
文
）

合
意
さ
れ
た
議
事
録

本
日
ハ
ノ
イ
で
署
名
さ
れ
た
原
子
力
の
開
発
及
び
平
和
的
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主

義
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
下
名
は
、
次
の
了
解
を
こ
こ
に
記
録
す
る
。

１

転
換
又
は
燃
料
加
工
の
工
程
に
お
い
て
他
の
核
物
質
と
混
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
核
物

質
及
び
回
収
さ
れ
又
は
副
産
物
と
し
て
生
産
さ
れ
た
核
物
質
の
特
定
性
が
失
わ
れ
た
場
合
又
は
失
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
、
協
定
の
下
で
の
当
該
核
物
質
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
代
替
可
能
性
の
原
則
及
び
構
成
比
率
に
よ
る
比
例
の
原
則
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

２

両
締
約
国
政
府
は
、
協
定
の
効
果
的
な
実
施
の
た
め
、
協
定
の
適
用
を
受
け
る
核
物
質
、
資
材
、
設
備
及
び
技
術
の
最
新

の
在
庫
目
録
を
毎
年
交
換
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

３

協
定
第
三
条

に
関
し
、
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
は
、
同
条

に
規
定
す
る
追
加
議
定
書
の
締
結
の
た
め
必
要
な
措

(b)

(b)

置
を
と
る
意
図
を
有
し
、
及
び
当
該
追
加
議
定
書
の
締
結
の
時
か
ら
当
該
追
加
議
定
書
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
。
両
締
約
国
政
府
が
核
物
質
、
資
材
、
設
備
及
び
技
術
の
移
転
の
条
件
（
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
政
府
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が
当
該
核
物
質
、
資
材
、
設
備
及
び
技
術
の
使
用
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
並
び
に
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
に

お
け
る
関
係
施
設
へ
の
日
本
国
政
府
の
要
請
に
基
づ
く
同
国
政
府
に
よ
る
協
議
の
た
め
の
訪
問
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
含

む
。
）
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
事
前
に
合
意
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
追
加
議
定
書
の
締
結
に
先
立
ち
日
本
国
か
ら
ベ
ト
ナ

ム
社
会
主
義
共
和
国
に
当
該
核
物
質
、
資
材
、
設
備
及
び
技
術
を
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

協
定
第
五
条
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
法
令
に
従
い
、
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
全
て
の

核
物
質
及
び
回
収
さ
れ
又
は
副
産
物
と
し
て
生
産
さ
れ
た
核
物
質
を
対
象
と
す
る
国
内
の
核
物
質
計
量
管
理
制
度
が
確
立
さ

れ
て
お
り
、
及
び
こ
れ
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

５

協
定
第
六
条
１
に
関
し
、
日
本
国
は
、
千
九
百
九
十
七
年
九
月
五
日
に
作
成
さ
れ
た
使
用
済
燃
料
管
理
及
び
放
射
性
廃
棄

物
管
理
の
安
全
に
関
す
る
条
約
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
、
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国

は
、
同
条
約
の
締
結
の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
意
図
を
有
し
、
及
び
同
条
約
の
締
結
の
時
か
ら
同
条
約
に
適
合
す
る
よ
う

に
行
動
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

６

協
定
第
六
条
２
に
関
し
、
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
の
管
轄
内
に
あ
る
施
設
で
あ
っ
て
協
定
の
適
用
を
受
け
る
核
物

質
、
資
材
、
設
備
又
は
技
術
が
置
か
れ
又
は
用
い
ら
れ
る
も
の
に
お
い
て
国
際
原
子
力
・
放
射
線
事
象
評
価
尺
度
の
第
二
水
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準
又
は
当
該
水
準
を
超
え
る
水
準
に
相
当
す
る
事
象
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
政
府
は
、
国
際
原

子
力
機
関
（
以
下
「
機
関
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
当
該
事
象
を
通
報
し
、
必
要
に
応
じ
て
機
関
の
関
係
す
る
安
全
検
討

チ
ー
ム
の
派
遣
に
係
る
要
請
を
行
い
、
及
び
当
該
チ
ー
ム
を
接
受
し
、
並
び
に
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
に
お
い
て
効
力

を
有
す
る
法
令
に
従
い
機
関
が
勧
告
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

７

協
定
第
七
条
に
関
し
、
日
本
国
は
、
二
千
五
年
九
月
十
四
日
に
署
名
の
た
め
に
開
放
さ
れ
た
核
に
よ
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
行

為
の
防
止
に
関
す
る
国
際
条
約
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
、
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国

は
、
同
条
約
の
締
結
の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
意
図
を
有
し
、
及
び
同
条
約
の
締
結
の
時
か
ら
同
条
約
に
適
合
す
る
よ
う

に
行
動
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

８

協
定
第
七
条
及
び
第
十
二
条
１
に
関
し
、
両
締
約
国
政
府
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
政
府
の
要
請
に
よ
り
、
協
定
に

基
づ
い
て
移
転
さ
れ
る
核
物
質
及
び
回
収
さ
れ
又
は
副
産
物
と
し
て
生
産
さ
れ
た
核
物
質
に
関
係
す
る
防
護
措
置
の
妥
当
性

に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
協
議
を
行
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

９

協
定
第
十
三
条
１

の
適
用
に
当
た
り
、
両
締
約
国
政
府
は
、
同
条
１

に
規
定
す
る
重
大
な
違
反
の
決
定
に
関
し
、
機

(b)

(b)

関
の
理
事
会
の
行
う
次
の
認
定
を
最
終
的
な
も
の
と
し
て
受
諾
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。



4

違
反
の
認
定

(a)

関
連
す
る
保
障
措
置
協
定
の
下
で
保
障
措
置
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
核
物
質
の
核
兵
器
そ
の
他
の
核
爆
発

(b)
装
置
へ
の
転
用
が
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
機
関
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
認
定

申
告
さ
れ
て
い
な
い
核
物
質
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
又
は
そ
の
よ
う
な
原
子
力
活
動
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

(c)
に
つ
き
機
関
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
認
定

二
千
十
一
年
一
月
二
十
日
に
ハ
ノ
イ
で

日
本
国
政
府
の
た
め
に

谷
﨑
泰
明

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
政
府
の
た
め
に

レ
・
テ
ィ
エ
ン


